
令和8年度　テーマ別評価対象一覧 資料６

所管部

（とりまとめ部）
担当部会

① 建築物等耐震化支援事業 都市計画部

②
擁壁・がけの安全化の総合的な支

援
都市計画部

①
木造住宅密集地域の整備促進

（若葉・須賀町地区）
都市計画部

②
不燃化推進特定整備事業（西新

宿五丁目地区）
都市計画部

計画事業23 細街路の拡幅整備 都市計画部

計画事業24 道路の無電柱化整備 みどり土木部

計画事業25 道路・公園の防災性の向上 ① 道路の治水対策 みどり土木部

計画事業27 被災者生活再建支援体制の強化 総務部

経常事業336 木造住宅密集地域における不燃化建替え促進 都市計画部

経常事業337 新たな防火規制による不燃化の促進 都市計画部

経常事業363 災害医療体制の充実 健康部

経常事業364 職員応急態勢の整備 総務部

①
「（仮称）新宿区町会・自治会活

性化推進条例」の制定
地域振興部

② 町会・自治会活性化支援 地域振興部

経常事業310 地域コミュニティ事業助成 地域振興部

経常事業311 掲示板の維持管理 地域振興部

経常事業313 地域センターの管理運営 地域振興部

経常事業314
地域センター受付システムの運

用等
地域振興部

経常事業675 特別出張所の管理運営 地域振興部

計画事業17 大久保通り周辺（大久保地区）のまちづくりの推進 地域振興部

計画事業33 歌舞伎町地区のまちづくり推進 文化観光産業部

経常事業378 安全安心推進活動の強化 総務部

経常事業380 防犯対策の推進 総務部

経常事業395 民泊の適正な運営の確保 健康部

経常事業396 路上喫煙対策の推進 環境清掃部

経常事業403 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり 環境清掃部

経常事業423 ねずみ駆除相談・ハチ衛生害虫相談 健康部

経常事業515 一般廃棄物の収集運搬業務 環境清掃部

経常事業999 雑踏事故防止対策等 総務部

計画事業16 町会・自治会活性化への支援

第2部会

第3部会

評価対象テーマ

計画事業20

事業名

第1部会

建築物等の耐震性強化

計画事業21
木造住宅密集地域の防災性強

化【テーマ】

防災対策の強化

（ハード防災対策及び区の災害時の体制強化）

【評価対象選定の考え方】

●首都直下地震や南海トラフ地震の切迫性が高まる中、令和7年度区政の基本方針

説明で「区政運営に当たっての基本的な認識」として防災対策の重要性について述べてい

る。

　また、令和7年度区民意識調査において、区で取り組んでいる33の個別施策に対する

重要度を尋ねたところ、基本政策Ⅱ『新宿の高度防災都市化と安全安心の強化』の3施

策について「重要」と回答する区民が約7割と、区民の間でも防災対策に対して特に関心

が高いことが確認された。

　このことから、令和8年度は令和7年度に引き続き、「防災対策の強化」を評価テーマとし

て設定する。

●令和7年度は主に地域との連携が必要な取組を評価対象としたが、令和8年度は建

築物耐震化等のハード防災対策および区の災害時の体制を強化する取組の中から特に

中心的役割を果たす計画事業および経常事業を評価対象とする。

【テーマ】

特別出張所と地域センター

【評価対象選定の考え方】

●区内に10か所ある特別出張所は、地域の「ミニ区役所」として、区民にとって身近に行

政手続ができる利便性の高い施設である。また、特別出張所に併設されている地域セン

ターは、区民相互の交流を通してふれあいと連帯意識の形成を促進するための活動のた

め、さまざまな団体に利用いただく施設となっている。

　区では令和7年4月に「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」を施行すると

ともに、「新宿区町会・自治会活性化推進プラン」を策定し、地域コミュニティの活性化を

図っている。

　このことから、最も身近な窓口サービスを提供し、地域コミュニティ活性化の場となる「特

別出張所と地域センター」についてを評価テーマとして設定する。

●特別出張所の主な業務である「コミュニティに関する事務」「窓口サービスに関する事務」

「区民ホール及び地域センターに関する事務」の中から、特に中心的役割を果たす計画事

業及び経常事業を評価対象とする。

【テーマ】

住まい周辺の環境悪化対策

【評価対象選定の考え方】

●令和7年度区民意識調査結果において、「転出したい理由」の1位が「住まい周辺の環

境が悪くなってきたから（46.5%）」となっており、その他の自由意見でも騒音や治安への

不安を感じる旨の意見が挙がっている。オーバーツーリズム、民泊、ごみのポイ捨てや不適

正排出、治安への不安などによる居住環境の悪化は区民の生活に大きく影響する重要

な課題であるため、「住まい周辺の環境悪化対策」を評価テーマとして設定する。

●オーバーツーリズム対策、民泊問題対策、ごみのポイ捨て・不適正排出対策、安全安

心対策に関する取組の中から、特に中心的役割を果たす計画事業及び経常事業を評

価対象とする。


